
一
七
六

当
該
相
手
器
等
か
ら
当
該
情
報
の
提
供
の
妥
舗
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
相
手
掛
等
税
務
当
局
が
当
一
一
説
安

請
に
係
る
欝
報
を
入
手
す
る
た
め
に
通
常
用
い
る
手
段
を
黒
い
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
(
当
該
手
段
を
田
用
い
る

こ
と
が
著
し
く
翠
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
を
除
く
。
)
。

第
九
条
の
晃
出
し

h;
、

4

マ
�
 

「
租
税
条
約
の

「
相
手
国
』
を
「
相
手
国
等
」
に
改
め
、
百
円
条
第
一
項
中
「
、
租
税
条
約
」
を
勺
懇
税
条
約
等
」

手
闘
い
を
「
租
税
条
約
等
の
格
手
題
等
」
に
、

「
相
手
間
の
」
を
「
相
手
国
等
ぬ
い
に
改
め
、

「
(
以
下
こ
の
壌
に
お
い
て

「
必
按
情
報
」
と
い
う
。
)
い
を
制
約
り
、

「
当
該
続
税
条
約
の
規
躍
に
基
づ
き
当
議
必
製
惰

報
」
を
立
川
川
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
情
報
」
に
改
め
、
同
情
慌
た
だ

議
及
び
各
民
げ
な
削
る
。

第
十
条
の
ニ
の
兇
掘
し
中
「
相
手
国
」
を
「
相
手
間
等
い
に
改
め
、

i
四

γ

」
、
�
 

一
租
税
条
約
の

手
間
」
を
「
税
税
条
約
等
の
拍
相
手
国
等
」
に
、

条
中
「
、
祖
税
条
約
」
を
「
、
組
殺
条
約
等
」

「
相
手
間
の
」
を
「
相
手
圏
等
の
」
に
改
め
、

「
(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
一
境
立
お
い
て

「
必
要
犯
慰
情
報
」
と
い
う
。
)
」
を
削
り
、

「
当
該
租
税
条
約
の
規
定
に

基
づ
き
当
該
必
要
担
制
約
情
報
し

を
「
第
八
条
の
こ
の
規
定
に
よ
り
当
該
構
報
」
に
改
め
、
同
条
た
だ
し
持
及
び
各
培
を

第
十
条
の
一
一
一
の
見
出
し
を
「
〈
組
閣
手
間
出
等
か
ら
知
則
事
件
に
関
す
る
矯
轄
の
鑓
供
捜
舗
が
あ
っ
た
場
合
の
繍
検
、
韓
紫
又

る

。
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( 

〈

法
差
押
え
)
」
に
改
め
、
問
問
条
第
一
項
中
「
必
要
担
割
構
繋
が
誼
税
条
約
の
相
手
国
」
を
「
開
条
に
規
定
す
る
情
報
が
相
相
手

璽
等
」
に
、

項
中
「
相
手
国
」
を
「
相
手
富

「
当
該
絶
手
罷
」
を
「
当
設
相
手
国
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第

箆
ど
に
改
め
る
。

第
十
八
条

第
十
一
条
〈
見
出
し
を
含
む
。
〉
中
「
相
手
部
」
そ
遍
山
手
関
等
い
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
担
税
条
約
」
を
「
租
税
条
約
等
い
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
一
泊
円
中
「
二
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に
改
め
、

同
条
第
二
哀
を
器
り
、

得
条
第
三
項
中
「
第
一
環
」
を

ぷ
別
損
一
」
に
攻
め
、
同
哀
を
同
門
条
第
二
項
と
し
、
部
門
条
第
四
項
を
開
条
第
三
項
と
す
る
。

〈
租
税
特
別
措
趨
法
の
一
部
改
蕊
〉

租
税
特
別
加
措
議
法
〈
昭
和
一
一
一
十
二
年
法
律
第
一
…
十
六
号
〉
の
山
部
品
化
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

日
次
中
「
第
九
条
の
七
」
を
「
第
九
条
の
八
い
に
、

「
第
七
十
条
の
十
二
」
を
「
第
七
十
条
の
十
一
… 
r
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
九
号
中
「
事
後
設
立
法
人
」
を
「
現
物
分
配
法
人
」
に
改
め
、

需
要
第
十
号
中
「
被
事
後
設
立
法
人
」

を
「
披
現
物
分
配
法
人
」
に
改
め
、

同
現
第
十
号
の
七
中
「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の
五
」
を
「
第
二
条
第
十
二
号
の
七
の

七
」
ピ
改
め
、
照
明
明
第
十
八
号
中
「
溜
絡
事
後
続
立
ん
を
「
適
格
現
物
分
配
」
に
改
め
、
同
市
明
第
一
一
十
八
回
守
中
「
第
一
一
条
第

…・七七



閤
十
回
守
い
を
「
第
一
条
第
三
卜
七
回
3
に
改
め
、
開
条
第
一
二
項
を
百
円
条
第

罰
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

3 

期
限
内
申
告
書

期
限
後
申
舎
書

一
ニ
修
正
申
告
書

第
一
一
一
条
の
モ
第
五
項
中
「
、
第
八
十
一
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
百
条
第
一
環
」
を
「
及
び
第
八
十
一
条
の
ふ

項
」
に
改
め
る
。

p

第
四
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

国
税
通
則
法
第
十
七
条
第
二
覆
に
規
定
す
る
顛
嬰
市
内
申
告
書
を
い
う
。

国
税
通
則
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
南
部
罷
後
申
告
書
を
い
う
。

国
税
通
則
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
緯
正
申
告
書
を

ゆっ。



第
山
間
条
の
山
第
一
項
中
「
こ
の
節
」
を
「
こ
の
叢
」
に
改
め
、

民
条
第
一
一
職
中
「
第
七
十
六
条
第
一
一
唄
及
び
第
二
噴
説
び

i

に
」
を
「
第
七
ふ 

ム
ハ
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
、
び
」
に
改
め
、
開
条
第
一
一
一
寝
中
コ
…
協
挺
さ
れ
た
金
繰
(
続
得
税
法
第
土

条
第
一
一
明
第
十
問
符
に
規
販
す
る
オ
ー
ブ
ン
加
の
証
券
投
資
…
抑
制
舵
に
あ
っ
て
は
部
援
金
額
の
う
ち
持
強
第
九
条
第
一
一
場
第
十

一
号
に
掲
げ
る
収
設
の
分
配
に
宛
て
ら
れ
る
べ
き
部
分
の
金
額
そ
控
験
し
た
金
額
と
し
、
」
を
「
〕
紺
回
読
さ
れ
て
い
る
金
額

〈」…に、

〔
持
法
、
問
項
及
び
こ
の
節
い
を
吋
所
得
税
株
及
が
こ
の
家
」
に
改
め
る
。 

七
八

o 


1働� 

" 

. 


. 


O 


項
と

山
第
…

i



七
九

第
五
条
の
三
第
一
寝
中
「
そ
の
有
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
際
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
い
を
「
次
に
掲
げ

る
」
に
改
め
、
南
署
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

当
該
非
諾
設
者
又
は
外
題
法
人
が
、
振
替
国
債 

は
掻
替
地
方
領
の
利
子
に
つ
き
最
拐
に
こ
の
演
の
規
定
の
適
用
を

受
け
よ
う
と
す
る
際
、
そ
の
皆
、
そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
が
役
所
〈
悶
内
に
ほ
油
所
変
有
す
る
非
居
住
者
そ
の
銘
の

財
務
省
令
で
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
問
己
。
〉
そ
の
他
の
黙
務

省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
非
課
税
適
思
申
告
書
」
と
い
う
。
)
を
、
当
該
静

定
譲
響
機
関
等
を
経
由
し
、
又
法
当
該
適
格
外
国
仲
介
業
者
〈
当
該
適
格
外
国
仲
介
業
者
が
外
器
再
間
接
日
産
管
理
議

擦
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
競
適
格
外
鵠
仲
介
業
者
〈
当
該
議
終
外
題
仲
介
業
者
が
地
の
外
留
一
階
間
接
口
康
管
理
機
鵠
か

ら
当
該
振
替
国
債
又
は
銀
替
地
方
績
の
探
轡
記
載
等
を
受
け
る
場
合
犯
は
、
当
競
灘
格
外
部
仲
介
業
者
及
、
口
髭
被
援
饗

X

富
豪
又
は
接
替
地
方
慣
の
譲
替
記
載
等
に
係
る
他
の
外
冨
帯
構
接
口
座
管
理
機
罷
〉
及
び
当
該
振
替
聞
慣 

は
諜
替
地

方
賓
の
議
替
記
載
等
に
鋳
る
外
患
間
接
口
座
管
理
機
薦
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
)
及
び
当
該
適
格
外
国
仲
介
業
者
が

当
競
擬
韓
関
債
務
し
く
は
議
替
地
方
議
の
振
替
記
載
等
を
受
け
る
特
定
振
替
機
関
等
〈
当
該
適
格
外
聞
仲
介
業
者
が
外

鰭
湾
問
機
口
座
管
職
機
隣
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
諜
判
後
四
出
臨
機
又
は
振
替
地
方
機
の
擬
報
記
載
等
に
係
る
外
盟
関
識
口

E

X

ぐ



産
管
理
接
間
関
が
当
該
振
替
冨
慣
又
は
振
替
地
方
債
の
振
替
記
載
等
を
受
け
る
特
定
譲
苔
機
関
等
〉
を
経
由
し
て
当
該
特

定
援
替
機
関
等
の
本
癌
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

当
該
非
農
住
者
又
は
外
用
法
人
が
有
す
る
次
に
掲
げ
る
も
の
の 

分
に
応
じ
、

K

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
要
件

振
替
田
川
護

資
該
非
詰
住
者
又
は
外
同
法
人
が
、
部
該
振
替
悶
僚
の
利
子
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
前
日
ま
で

に
、
そ
の
者
の
当
該
譲
替
閥
横
に
係
る
所
有
期
間
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
務
を
記
載
し
た
響
額
〈
以
下
こ

の
条
立
お

て
吋
接
替
閣
議
所
有
期
間
明
細
機
い
と
い
う
。
〉
を
、
当
該
特
定
議
替
機
関
等
〈
部
該
特
定
綴
替
機
関

等
が
特
窓
口
畿
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
窓
振
替
機
関
等
及
び
特
定
掠
線
機
関
と
し
、
当
該
特
定
器
替
機

問
問
等
が
特
定
隣
接

感
管
理
…
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
振
替
機
鰐
等
〈
当
該
特
定
援
審
議
関
等
が
抱
の
特
定

同
州
接
口
議
管
理
機
関
か
ら
当
該
諜
替
部
門
撲
の
振
替
記
載
等
を
受
け
る
場
合
に
辻
、

当
該
特
定
譲
替
機
関
等
及
び
当
該

蝦
替
問
績
の
振
替
記
載
等
に
係
る
飽
の
特
定
間
接
口
座
管
理
機
関
)
及
び
当
該
振
轄
菌
債
む
援
替
記
載
等
に
係
る
持

定
口
座
管
理
諮
問
問
並
び
に
静
定
張
替
機
構
と
す
る
。
イ
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
経
由
し
、

又
辻
当
該
遥
格
外
国
仲
介

業
者
及
び
当
該
援
替
雷
雲
の
義
替
記
載
等
に
採
る
特
定
振
替
機
関
等
を
経
由
し
て
当
該
判
明
子
に
祭
る
所
得
税
法
第
十

七
条
の
規
定
に
よ
る
納
税
地
の
一
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。 
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振
替
地
方
債

当
競
非
岩
住
者
又
は
外
患
法
人
が
、
当
該
据
務
地
方
出
演
の
利
子
の
支
払
そ
受
け
る
べ
き
尽
の
説
日

ま
で
に
、

(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
振
替
地
方
臨
機
所
有
期
間
明
欝
醤
」
と
い
う
。
〉
を
、
当
該
特
定
器
替
機
関
等
(
当
該
特

定
振
替
機
関
等
が
特
定
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
抑
制
合
に
は
当
該
特
定
振
替
機
関
等
及
び
特
定
擬
替
機
爵
と
し
、
当
該

特
定
撮
替
機
関
等
が
特
定
問
機
口
盛
管
理
機
関
で
あ
る
相
場
合
に
は
当
該
特
定
擬
替
機
関
等
(
当
該
特
定
振
替
機
関
等

が
他
の
特
定
間
接
口
産
管
理
機
関
か
ら
当
該
援
替
地
方
僚
の
援
替
記
載
等
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
捺
替
機

関
等
及
、
び
当
該
擁
替
地
方
慎
の
擬
替
記
載
等
に
係
る
他
の
特
定
関
誌
口
産
管
現
機
関
)
及
び
当
該
搬
替
地
方
舗
の
振

替
記
載
等
に
係
る
特
定
口
康
管
理
機
関
設
、
り
に
特
定
握
務
機
関
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
問
、
じ
。
〉
及
、
び
当

該
利
子
の
支
払
を
す
る
者
、
そ
経
由
し
、

又
は
当
該
譲
格
外
国
仲
分
業
者
及
び
当
該
議
替
地
方
債
の
桜
替
記
載
等
に
係

る
特
定
振
替
機
関
等
並
び
に
当
該
和
子
の
支
払
そ
す
る
者
を
経
由
し
て
当
核
利
子
ヒ
係
る
所
得
税
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

第
五
条
の
一
一
第
二
項
中
勺
当
該
外
国
投
潔
…
信
託
が
い
り
下
に
「
、
証
券
投
資
一
信
託
又
は
公
社
療
等
親
問
投
資
信
託
に
核

当
し
、
か
っ
、
」
を
、 そ

の
者
の
当
該
握
替
地
方
漬
に
係
る
併
有
期
間
そ
の
強
の
黙
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

「
製
件
」
の
下
に
「
の
い
ず
れ
か
」
を
加
え
、

「
第
九
項
い
を
「
第
一
一
号
及
び
第
十
一
項
」
に
設



め
、
同
頃
守
合
同
坊
を
次
の
よ
う
に
殺
め
る
。

次
に
掲
げ
る
援
件

イ
当
該
外
闇
投
資
信
託
の
設
定
に
係
る
受
益
櫨
の
募
集
が
、
国
外
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
三
条
第
三
項
に

規
定
す
る
取
鼻
動
誘
の
う
ち
同
項
第
一
号
巳
掲
、
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
に
招
相
当
す
る
も
の
に
よ
り
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
り
、

か
っ
、
当
該
外
国
投
資
信
託
の
日
識
見
書
(
問
問
条
第
十
噴
に
規
定
す
る
時
論
見
書
を
い
う
。
以
下
こ
の

現
に
お
い
て
閉
じ
。
〉
そ
の
他
こ
れ
に
頼
ず
る
議
綴
に
そ
の
取
得
勧
誘
が
陀
呼
に
揚
げ
る
場
合
に
核
当
ず
る
も
の
に

抑
制
出
ー
す
る
も
の
で
あ
る
出
践
の
記
載
が
な
さ
れ
て
好
わ
れ
て
い
る
と
と
。

当
該
外
国
投
資
信
託
の
設
定
に
係
る
受
益
権
の
募
集
が
器
内
に
お
い
て
も
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
、
け
る
要

件
を
満
た
す
こ
と
。

w

)
 

コ
核
受
益
権
の
募
集
が
、
国
内
に
お
い
て
、
金
融
織
品
取
引
法
錨
一
一
条
第
一
一
一
壌
に
規
定
す
る
取
得
勧
鵠
の
う
ち

?ム(
 

ロ

岡
市
明
第
一
号
に
捧
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
に
よ
り
待
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ωω
の
募
集
が
行
わ

た
当
該
品
米
議
機
に
採
る
叡
誌
の
分
配
が
閣
内
に
お
け
る
第
‘
二
条
の
一
一
一
第
一
現
に
規
定
す
る

支
払
の
取
扱
者
又
は
第
八
条
の
一
二
第
一
項
巳
規
定
す
る
支
払
の
取
扱
者
を
通
む
て
交
付
さ
れ
る
と
と
。
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当
殺
外
国
投
棄
稽
托
の
巨
論
見
欝
そ
の
地
こ
れ
に
類
す
る
帯
綾
瀬
む
そ
の
募
集
及
び
収
慈
の
分
挺
が

ω及
び
川
仰
の

規
定
に
提
っ
て
行
わ
れ
る
留
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
と
と
。

当
該
外
関
投
資
稽
託
の
受
格
維
の
す
べ
て
が
位
の
適
格
外
関
誌
券
投
資
…
信
託
の
寄
託
財
踏
と
し
て
取
得
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、

か
っ
、
当
該
外
国
投
資
信
指
の
岳
論
見
警
そ
の
麹
こ
れ
に
判
制
す
る
窪
田
類
に
そ
の
受
議
機
の
す
べ
て
が
的
の
遮

持
外
国
証
券
投
議
機
託
の
信
託
財
産
と
し
て
取
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
旨
の
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

鍛
訂
以
条
の
ご
第
一
一
一
項
中
「
定
め
る
要
件
」
そ
「
掲
げ
る
褒
件
い
に
改
め
、
部
門
条
第
五
明
第
四
号
中
「
鏡
定
ず
る
条
約
い

下
に

「
そ
の
怖
の
設
が
関
が
締
結
し
た
間
際
約
束
」
そ
、

「
締
結
構
」

の
下
に
「
又
は
締
約
者
」
を
加
え
、

「
条
約
棺
手

国
」
そ
「
条
約
相
手
間
等
」
花
、

っ
援
替
癌
僚
に
あ
っ
て
は
燐
…
項
第
一
号
イ
に
鏡
定
す
る
税
務
署
長
の
承
認
、
振
替
措

方
出
演
に
あ
っ
て
試
問
項
第
一
一
号
イ
に
規
建
ず
る
税
務
署
長
」
を
「
罰
税
庁
長
室
」

に
改
め
、
百
円
項
第
五
号
中
叶
条
約
相
手

国
」
そ
「
条
約
相
手
臨
等
」
に
改
め
、
開
条
第
六
項
中
「
税
務
署
長
い
を
「
国
税
庁
長
官
」
に
政
め
、
向
項
第
一
一
一
口
守
中
「
第

十
五
団
ハ
」
を
「
模
十
四
項
」 

Aγ

」
、

「
第
十
四
慣
例
」
を
「
第
十
宏
一
項
、
第
十
六
壊
、
第
十
九
壊
、
第
二
十
一
頃
若
し
く
は
第
一
一

十
二
項
」
に
改
め
、
開
条
第
七
寝
中
「
税
務
署
長
」
を
吋
関
税
庁
長
官
」
に
、

項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。 

「
品
川
問
項
各
号
の
」
品
化
「
次
の
」
に
故
め
、
同

(3) 
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続
務
署
長
が
当
該
承
認
を
受
け
た
者
に
対
し
て
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
措
置
を
適
正
に
実
絡
し
て
い
る
か
ど
う
か

を
縫
認
す
る
た
め
に
必
援
と
認
め
ら
れ
る
議
額
の
縫
一
簡
を
求
め
た
場
金
に
お
い
て
、
当
該
者
が
灘
滞
な
く
こ
れ
を
捜
部

な
か
っ
た
こ
と
。

4m項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実

W

第
五
条
の
二
第
八
項
中
「
援
替
崩
債
非
朝
間
税
適
用
申
告
書
若
し
く
は
譲
替
露
出
機
所
有
期
間
明
離
課
が
爵
項
第
一
号
イ
」
を

「
非
縦
続
灘
用
申
告
識
が
持
現
第
三
方
に
、

ザ
〈
法
線
稼
仙
川
方
債
非
課
税
適
用
申
告
書
い
を
「
又
は
撫
韓
関
僚
所
有
期
鰐

明
細
蓄
が

現
第
こ
口
げ
イ
に
規
定
す
る
税
務
馨
冨
却
に
提
出
さ
れ
た
と
き
」
に
、

「
同
項
第
こ
号
イ
」

を
「
同
号
ロ
」
に
、

「
当
該
援
替
冨
債
非
課
税
適
患
申
告
書
若
し
く
泣
」
を
「
当
該
非
課
税
適
用
申
告
書
又
は
当
該
」
に
、

「
又
は
当
核
振
替
地

方
讃
非
線
税
適
用
申
告
審
若
し
く
は
」
を
「
若
し
く
は
当
談
」
に
改
め
、

時
条
第
十
七
明
中
「
振
替
罷
議
非
線
税
適
照
的
叩
位
向

議
著
し
く
は
」
及
び
「
蝦
替
地
方
欝
非
繰
税
適
用
申
告
審
若
し
く
は
い
を
削
り
、

「
筋
十
五
項
第
一
一
一
ロ
ザ
い
を
叶
第
十
六
樹
、

第
十
九
項
及
び
第
二
十
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
用
問
一
墳
を
同
条
第
二
十
三
項
と

同
条
第
十
六
寝
中
「
取
得
を
し
た
振
替

地
方
債
」

の
下
に
「
(
非
課
税
一
民
分
に
お
い
て
振
替
記
載
紘
一
悼
を
受
け
た
も
の
を
鈴
く
。

以
下
こ
の
明
記
お
い
て
問
じ
。
〉
」

を
加
え
、

「〈
 

河
川
誠
振
替
端
方
織
が
適
格
外
国
仲
介
灘
者
か
ら
振
替
記
載
等
を
焚
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
指
紋
揺
替

1¥ 
四
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八
子王

地
方
撲
に
係
る
部
数
議
格
外
関
仲
介
灘
衰
の
第
十
閲
慣
例
に
繰
恕
す
る
特
定
撮
替
機
関
等
。
以
下
こ
の
寝
に
お
い
て
関

」
を
「
又
は
適
格
外
国
仲
介
業
者
」
に
、

「
特
窓
強
替
機
関
等
で
」
を
「
特
定
按
替
機
関
等
又
は
議
格
外
悶
仲
介
業

者
で
」
に
改
め
、
問
項
第
三
号
中
「
特
定
援
替
機
関
等
」
の
下
に 

「
又
は
適
格
外
国
伸
介
業
者
」
を
揺
え
、
陪
項
を
同
条
第

二
十
二
項
と
し
、
問
問
条
第
十
五
項
中
「
取
得
を
し
た
振
替
摺
議
い
の
下
に
「
〈
非
課
税
鉱
分
に
お
い
て
鋸
替
記
載
等
を
受
け

た
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
鍔
じ
。
〉
」
安
部
え
、

吋
〈
当
該
振
替
部
蹴
械
が
適
格
外
盟
仲
介
難
者
か
ら
搬
幽
務
総

載
等
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
撮
替
国
債
に
採
る
当
該
適
格
外
国
仲
介
業
者
の
前
項
に
規
定
す
る
特
定
指
替

機
関
等
。
以
下
こ
の
壊
に
お
い
て
同
じ
。
〉
」
を
「
又
は
適
格
外
題
仲
介
業
者
」
に
、

「
特
定
据
替
機
罷
等
で
」
を
「
特
定

撮
替
機
関
等
又
は
瀧
格
外
関
仲
介
業
者
で
い
に
改
め
、
陪
壊
第
一
一
一
号
中
「
特
定
搬
議
機
鵠
等
」
の
下
に
「
又
は
適
格
外
閥
的
押

介
業
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
ニ
十
一
項
と
し
、
詞
条
第
十
四
項
中
「
撮
蓉
密
直
後
非
課
税
適
用
申
告
書
又
は
眼
帯
地
方

債
非
課
税
適
用
申
告
書
」
を
「
非
課
税
遥
用
申
告
書
」
に
改
め
、

「
受
け
た
譲
替
富
債
又
は
振
替
地
方
議
」
の
下
に
「
(
当

核
適
格
外
悶
伶
分
業
者
か
ら
投
宿
そ
受
け
て
い
る
第
九
境
立
競
窓
ず
る
非
課
税
思
分
出
鹿
又
は
第
十
壌
に
規
定
す
る
非
嫡
概
説

亙
分
口
座
に
お
い
て
掻
替
記
載
等
を
受
け
た
も
の
な
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
問
じ
。
〉
」
を
知
加
え
、
問
項
を
伺
条
第

十
五
項
と
し
、
問
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。
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六

適
格
外
国
仲
分
業
者
辻
、
非
居
住
者
又
辻
外
題
法
人
が
有
す
る
振
替
冨
慣
又
は
振
菩
地
方
震
に
つ
き
第
九
項
に
規
定
す

る
非
課
税
区
分

産
又
は
第
十
項
に
規
定
す
る
非
課
税
区
分
口
座
の
設
定
を
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
れ
ら
の
非
課
税
阪
分
口
座
の
設
定
授
受
付
よ
う
と
す
る
非
艶
技
者
又
は
外
悶
法
人
の
誌
名
又
は
名
称
及
、
び
住
所

そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
、
当
該
適
格
外
聞
仲
介
業
者
が
当
該
揺
替
閣
僚
又
は
義
替
地
方
隣
の
振
替
記
載
等

を
受
け
る
適
格
口
座
管
理
機
関
(
特
定
日
産
管
理
機
関
又
は
特
定
間
接
口
産
管
理
機
関
の
う
ち
、
設
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

と
よ
り
国
税
庁
長
宮
の
承
認
を
受
け
た
も
の
を

ぅ
。
以
下
こ
の
環
及
一
日
第
十
九
現
に
お
い
て
同
じ
。
〉

〈
山
当
該
滴
格
外

摺
仲
介
業
者
が
外
国
持
欄
間
接
日
康
管
溜
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
競
毅
一
務
溶
接
又
は
振
替
地
方
撲
の
擬
替
記
載
等
に
出
納

る
外
国
間
接
口
座
管
理
磯
問
闘
が
当
該
振
替
国
積
又
は
膿
替
地
方
債
の
振
番
記
載
等
を
受
け
る
藷
轄
口
座
管
理
機
関
)
に
対

し
、
書
面
に
よ
る
方
法
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
方
誌
に
よ
り
通
知
し
、
当
該
適
格
口
座
管
理
機
関
の
確
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

関
税
庁
長
官
は
、
前
犠
の
承
認
の
申
舗
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
路
舗
を
行
っ
た
者
に
つ
き
次
の
い
ず
れ
か
に

該
渇
す
る
事
実
が
あ
る
と
き
誌
、
そ
の
申
請
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
申
請
を
行
う
場
合
に
、
必
要
と
な
る
書
類
に
不
錆
又
は
不
実
の
記
載
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
そ
の
他
当
該
申 
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イ

八
七

請
が
前
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
謎
っ
て
行
わ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

そ
の
者
が
前
項
記
規
定
す
る
確
認
を
行
う
こ
と
又
法
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
所
得
税
法

第
一
一
百
一
一
十
百
条
第
一
壌
に
規
定
す
る
欄
畿
の
提
出
を
行
う
と
と
が
悶
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
相
当
の
理

v
t
〕シ」。

国
税
庁
長
官
は
、
第
十
六
項
の
承
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
前
噴
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
生
じ
た
と
認

め
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
承
認
を
-
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

日
滴
格
外
出
持
分
業
者
は
、
第
九
項
に
規
定
す
る
非
課
税
区
分
口
座
の
設
定
を
受
凶
り
て
い
る
非
居
住
者
若
し
く
泣
外
霞
法

人
が
披
耕
一
山
仲
裁
等
授
受
け
て
い
る
嫌
替
国
債
は
っ
き
支
払
を
受
け
る
利
子
に
つ
い
て
向
壌
の
規
定
に
よ
り
問
項
ん
の
書
類
を

特
定
振
替
機
関
に
議
出
し
て
い
る
場
合
又
は
瀦
十
議
む
規
建
ず
る
非
楳
税
区
分
説
識
の
設
定
安
受
け
て
い
る
非
開
始
殺
者
殺

し
く
は
外
国
法
人
が
議
替
記
載
紘
一
サ
を
受
け
て
い
る
擾
替
地
方
債
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
利
子
に
つ
い
て
問
噴
の
綴
定
に
よ

り
同
項
の
書
類
を
当
該
利
子
の
支
払
を
す
る
者
に
提
出
し
て
い
る
場
合
に
は
、
致
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
非

居
住
者
又
は
外
密
法
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
生
務
、

そ
の
支
払
を
受
け
る
出
利
子
の
額
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事

明
を
、
当
競
議
格
外
箆
仲
介
業
者
が
当
競
按
替
踏
襲
又
は
脹
判
官
地
方
債
の
援
替
記
載
等
を
受
け
た
適
格

盛
審
理
機
関

が
あ
る 
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巾
告
書
」
に
攻
，
め
、
問
問
項
を
南
条
第
十
問
項
と
し
、
同
条
第
十
桝
明
か
ら
第
十
一
一
場
ま
で
仙
台
制
り
、
同
条
第
九
明 
hv
♂
鰍
替
問
問 

20 


〈
当
該
議
格
外
溜
仲
介
識
者
が
外
悶
禅
問
機
口
議
轡
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
羽
髄
掠
替
闘
酸
又
は
様
相
紛
地
方
績
の
擬

替
記
載
等
に
係
る
外
国
間
接
口
座
管
理
機
関
が
当
該
援
替
議
議
又
は
振
替
地
方
債
の
振
替
記
載
等
を
受
け
た
適
格
口
産
管

理
機
間
関
〉
立
対
し
、
畳
一
一
四
冨
に
よ
る
方
法
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
項
の
相
続
定
に
よ
り
問
項
の
特
定
振
替
機
関
関
等
若
し
く
法
適
格
外
菌
悼
介
業
者
が
問
項
に
規
定
す
る
書
類
を
提
出
し

て
い
る
場
合
又
は
第
十
壌
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
特
定
振
替
機
鶏
等
若
し
く
は
適
格
外
国
仲
介
業
者
が
再
出
慌
に
規
定
す
る

書
類
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
所
得
税
法
第
三
口
三
十
五
条
の
規
定
の
瀧
用
に
つ
い
て
は
、
開
条
第
一
項
第
八
埼

中
「
支
払
を
す
る
者
い
と
あ
る
の
は
、

「
文
払
を
す
る
者
(
蛸
継
続
特
制
措
盤
沈
鱗
近
一
条
の
一
一
第
九
頃
又
は
第
十
項
〈
織
替

閥
横
等
の
出
利
子
の
課
税
の
特
関
〉
の
綱
定
の
溺
用
が
あ
る
場
合
に
誌
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
の
玄
関
離
を

提
出
し
た
同
条
第
一
項
に
鋭
定
す
る
特
窓
按
替
機
関
等
(
当
該
醤
類
を
開
条
第
究
明
第
四
分
に
規
定
す
る
適
格
外
出
同
仲
介

業
者
が
提
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
十
九
壌
の
窺
定
に
よ
り
当
該
適
格
外
国
仲
介
業
者
か
ら
遥
知
を
受
け
た
需

項
の
適
格

産
管
理
機
関
)
)
」
と
す
る
。

第
五
条
の
二
第
十
三
寝
中
「
援
替
圏
債
非
課
税
適
用
申
告
書
又
は
擾
替
地
方
積
非
課
税
適
用
申
告
書
」
を
「
非
課
税
適
罵
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a

債
非
課
税
適
罵
申
告
書
又
は
振
替
地
方
債
非
課
税
遥
居
申
告
書
」
を
「
非
課
税
適
用
用
申
告
書
」
に
、

「
の
外
冨
入
登
鎮
蓋
照
明

12 骨
…
内
法
人
の
登
記
事
頃
証
明
議
そ
の
抱
の
政
令
い
を
一
が
非
居
住
者
又
は
外
国
法
人
(
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
舎

に
あ
っ
て
域
、
議
格
外
回
概
券
投
資
…
信
託
の
受
読
者
で
あ
る
非
賠
住
者
又
は
外
国
法
人
)
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
響
額

と
し
て
計
刑
務
省
令
い
に
、

吋
第
一
一
明
」
を
「
同
内
情
明
」
叱
改
め
、

「
あ
っ
て
は
、
い
の
下
に
吋
指
紋
非
線
税
適
用
申
告
惑
に
部

載
さ
れ
て
い
る
」
を
、

「
の
名
称
」
の
下
に
「
並
び
に
当
該
適
格
外
出
同
証
券
投
資
信
託
に
係
る
同
頃
の
記
載
」
を
加
え
、
間

項
を
問
問
条
第
十
一
理
と
し
、

同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

L

非
課
説
適
用
申
告
書
を
提
出
し
た
者
が
、

そ
の
提
出
後
、
当
該
非
課
説
遥
患
申
告
書
に
記
載
し
た
氏
名
若 

く
誌
名
称

又
は
住
所
の
変
買
を
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
者
は
、

そ
の
変
一
史
そ
し
た
百
以
後
最
初
に
当
該
非
課
税
適
用
申
管
奮
を
援
出

し
た
特
定
擬
稼
機
関
等
又
は
瑠
格
外
部
伶
分
識
者
か
ら
振
替
配
載
等
な
受
け
て
い
る
振
替
閥
横
又
は
振
替
地
方
畿
の
利
子

の
支
払
凌
受
け
る
べ
き
日
の
前
弓
ま
で
に
、

そ
の
変
更
を
し
た
後
の
そ
の
者
の
誌
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の

の
財
務

省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載 

た
申
告
書
を
、
当
該
特
定
振
替
機
関
等
を
経
由
し
、
又
は
当
該
適
格
外
関
仲
介
業
者
(
当

該
適
格
外
田
仲
介
業
者
が
外
国
再
嵩
護
口
産
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
辻
、
当
該
適
格
外
国
仲
介
業
者
(
当
該
遥
格
外
国

品
村
分
叫
留
米
者
が
的
問
の
外
闘
再
開
接
日
産
管
理
機
関
か
ら
当
該
振
替
罰
臨
調
又
は
議
替
地
方
債
の
振
替
記
載
等
を
受
け
る
場
合
に

L
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は
、
当
該
適
格
外
調
的
内
分
業
者
及
び
当
該
搬
替
問
憤
又
は
振
替
地
方
債
の
接
替
記
載
等
に
探
る
他
の
外
聞
再
間
接
リ
版
管

鴎
機
関
〉
及
び
当
該
振
替
盟
僚
又
は
瞭
替
地
方
債
の
振
替
記
載
紘
一
叶
に
謀
る
外
出
出
関
按
口
座
管
際
機
関
)
及
び
当
該
摘
格
外

機
伸
分
業
者
が
当
議
録
替
問
機
若
し
く
は
搬
勝
地
方
憐
の
塑
替
記
載
等
を
受
け
る
特
定
路
替
機
関
等
〈
当
該
適
格
外
留
伸

介
護
者
が
外
部
一
階
欄
間
接
日
康
管
理
一
機
関
で
あ
る
場
合
む
は
、
以
ベ
ザ
談
様
替
態
様
又
は
鍛
替
地
方
債
の
搬
替
問
戦
等
に
係
る
外

臨
出
向
竣
什
座
管
理
機
関
が
当
該
振
替
国
債
又
は
振
替
地
方
績
の
振
替
詑
毅
等
を
受
け
る
特
定
額
稼
機
関
等
〉
そ
経
由
し
て

第
一
寝
第
一
号
に
議
定
す
る
-
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

。
こ
の
相
場
合
同
九
お
い
て
、
当
骸
尚
早
口
議
闘
を
提
出
し

な
か
っ
た
と
き
法
、

そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た 

以
後
に
支
払
を
受
け
る
当
該
振
替
冨
債
及
、
び
振
替
地
占
積
の
利
子

に
つ
い
て
辻
、
開
票
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

E

日
第
八
事
及
び
第
十
一
事
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
る
者
が
当
該
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
と
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八
項
中
「
第
一
環
第
一
号
又
は
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
事
」
と
、

「
非
課
説
遊
間
開
尚
早
口
警
が
問
項
第
一
号
に
淵
定
ず
る
税
務
署
長
立
援
出
さ
れ
た
と
き
又
は
振
替
国
債
所
有
期
間
明
細
蓄
が

関
税
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
税
務
饗
長
に
提
出
さ
れ
た
と
き
殺
し
く
は
揺
葬
地
方
債
所
有
期
間
明
細
警
が
向
号
ロ
」
と
あ

る
の
は
「
部
門
壌
に
鱗
践
す
る
申
告
審
が
第
一
項
第
一
号
い
と
、

「
非
課
税
漉
用
申
告
審
又
は
当
該
振
替
国
鏑
所
有
期
務
規 
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総
書
若
し
く
抵
当
該
振
替
地
方
積
所
有
期
間
明
器
書
」
と
あ
る
の
は
「
申
皆
書
」

「
と
れ
ら
お
」
と
あ
る
の
は
「
当

該
」
と
、
第
十
一
壌
中
「
非
課
税
論
鰐
申
告
書
仙
台
描
出
す
る
者
い
と
あ
る
の
は
「
次
市
慌
に
規
定
サ
る
申
告
骨
一
衡
を
提
出
す
る

者
い
と
、

「
議
該
非
課
税
譲
舟
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
去
一
議
申
告
宏
一
闘
い
と
、

「
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
変
更
後
の
氏

名
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
正
条
の
二
第
八
慣
例
の
次
に
次
の
一
一
項
を
加
え
る
。

非
置
住
者
又
は
外
国
法
人
で
非
課
説
顔
用
申
告
書
を
提
出
し
た
者
が
当
該
非
課
税
謹
用
申
告
書
を
提
出
し
た
特
定
擬
替

機
関
等
又
は
適
格
外
臨
仲
介
業
者
か
ら
設
定
を
受
け
て
い
る
非
課
税
区
分
口
恵
〈
当
該
非
居
控
審
又
は
外
語
法
人
が
そ
の

利
子
の
計
算
期
撲
の
初
日
か
ら
引
き
離
さ
所
有
し
て
い
る
振
替
欝
費
以
外
の
振
替
冨
費
立
っ
き
振
馨
記
載
等
仙
台
行
わ
な
い

と
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
袈
件
を
満
た
す
院
分
(
試
-
下
こ
の
理
及
、
び
第
ニ
十
一
環
に
お
い
て

「
非
課
税
産
分
」
と
い
う
。
)
と
そ
れ
以
外
の
区
分
(
第
二
号
に
お
い
て

「
課
税
成
分
」
と
い
う
。
〉
と
に
分
け
ら
れ
て

い
る
口
産
を
い
い
え
)
に
お
い
て
蝦
替
記
載
等
を
受
け
て
い
る
掠
替
鹿
壌
に
つ
き
そ
の
利
子
の
支
払
を
紫
げ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
特
定
振
替
機
関
等
又
は
遡
格
外
僅
仲
介
難
者
が
、

そ
の
利
子
の
支
払
授
受
け
る
べ
き
自
の
前
日
ま
で
に
、
当

該
振
替
国
債
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
、
じ
当
該
各
号
に
掠
め
る
事
情
慣
を
記
載
し
た
欝
類
を
作
成
し
、
こ
れ
を
、
当
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特
定
振
替
機
劉
等
が
特
定
銀
替
機
関
に
対
し
提
出
し
た
と
き
(
当
該
特
定
接
替
機
関
等
が
特
定
陪
接
口
産
管
理
機
構
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
援
替
冨
蟹
の
振
替
記
載
等
に
係
る
特
定
口
座
管
理
機
関
(
当
該
特
定
振
替
機
関
等
が

の
特
定
問

接
口
座
管
理
機
関
か
ち
当
該
援
替
罷
賓
の
蝦
替
記
載
等
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
飽
の
特
定
間
接

癒
管
理

機
関
及
び
当
該
振
替
闘
機
の
額
融
信
記
載
等
に
係
る
特
窓
口
腔
特
理
機
鞠
〉
を
経
由
し
て
特
定
振
替
機
檎
に
対
し
機
出
し
た

と
さ
〉
、
又
は
当
該
適
格
外
態
仲
介
識
者
が
当
敵
搬
縁
関
繍
の
藤
毅
記
載
等
に
採
る
特
定
振
替
機
関
等
〈
当
該
特
認
識
替

機
関
等
が
特
地
間
接
日
感
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
議
替
機
関
等
〈
当
該
特
定
擬
替
機
関
等
が
鎮
の
特
定

間
接
口
康
管
理
機
関
か
ら
当
該
譲
替
盟
皆
の
振
替
記
載
等
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
振
替
機
関
等
一
及
、
び
当
該
援
苔

国
棲
の
振
替
記
載
等
に
係
る
位
の
持
定
開
接
口
座
管
理
機
関
)
及
、
び
当
該
譲
替
国
債
の
振
替
記
載
等
に
保
る
特
定

座
管

理
機
閣
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

。
)
を
経
由
し
て
特
定
掠
替
機
関
に
対
し
提
出
し
た
と
き
(
当
該
連
絡
外
題
仲
介

業
者
が
外
国
再
開
接
日
盛
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
掠
替
附
閥
横
の
捺
替
記
載
等
に
係
る
外
関
問
機

畿
管
理
機

開
問
〈
当
該
鵡
格
外
関
仲
介
業
者
が
抽
出
の
外
臨
時
一
問
機
口
雄
管
理
機
関
か
ら
当
該
擬
替
錦
繍
の
搬
韓
記
載
等
そ
受
け
る
中
習
で

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
飽
の
外
出
脳
陣
間
接
口
康
管
理
機
関
及
び
当
該
摂
替
脳
出
畿
の
様
替
記
載
等
に
探
る
外
臨
間
接

産
管

理
機
購
)
及
び
当
該
振
替
圏
諸
の
謡
番
記
載
等
に
係
る
特
定
振
替
機
関
等
を
経
由
し
て
特
定
据
替
機
関
に
対
し
窪
出
し
た
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と
き
)
は
、
当
該
非
農
住
者
又
は
外
臨
法
人
は
、
そ
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
利
子
に
つ
き
第
一
磯
第
一
一
号
イ
の
規
定
に
よ

る
振
替
部
護
所
有
期
間
鴨
縮
蓄
の
嫌
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
非
課
税
区
分
に
お
い
て
振
替
記

2γ
戦
等
を
受
け
て
い
る
援
替
閣
僚
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
和
子
に
対
す
る
問
項
の
規
定
の
灘
間
加
に
つ
い
て
は
、
問
問
項
中
町
利

子
(
そ
の
者
が
当
該
振
替
盤
費
又
は
当
該
振
替
地
方
債
を
引
き
続
さ
所
有
し
て
い
た
期
間
(
当
叫
隣
接
替
菌
積
又
は
当
該
援

替
地
方
債
に
つ
を
間
引
き
続
き
接
簿
記
載
等
を
受
け
て
い
た
期
間
に
罷
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
有
期
間
」
と
い

ぅ
。
)
に
対
中
泌
す
る
部
分
の
舗
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
…
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
〉
」

と
あ
る
の
は
、

「
精
子
い
と
す
る
。

非
課
税
区
分
に
お

て
脹
替
制
載
等
を
受
け
て
い
る
振
替
調
積

当
該
掠
替
問
出
慣
の
銘
柄
、

そ
の
利
子
の
額
そ
の
鵠

の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
取

課
税
阪
分
に
お
い
て
探
替
記
載
等
を
受
け
て
い
る
振
替
習
慣

当
該
握
替
欄
績
の
銘
柄
、

そ
の
利
子
の
額
、

そ
の
利 

に
係
る
税
額
そ
の
他
の
黙
務
省
令
で
定
め
る
事
項

非
居
住
者
又
は
外
軍
法
人
で
非
課
税
適
用
申
告
書
を
提
出
し
た
者
が
当
該
非
課
税
滴
用
申
告
豊
中
舗
を
提
出
し
た
特
窓
綴
替

機
関
等
又
は
適
格
外
協
仲
介
業
者
か
ら
設
定
を
受
け
て
い
る
非
課
税
阻
分
口
成
〈
当
該
非
居
住
者
又
は
外
顕
治
人
が
そ
の
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利
子
の
計
算
期
間
の
初
日
か
ら
引
き
続
き
所
有
し
て
い
る
援
替
地
方
撰
以
外
の
振
替
地
方
覆
に
つ
き
振
替
記
載
等
を
行
わ

な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の

の
政
令
で
定
め
る
要
件
を
講
た
す
区
分
(
以
下
こ
の
項
及
、
び
第
二
十
二
項
に
お
い

て
「
非
課
税
思
分
い
と
い
う
。
〉
と
そ
れ
以
外
の
区
分
(
第
一
言
言
い
お
い
て
「
課
税
区
分
い
と
い
う
。
〉
と
に
分
け
ら
れ

て
い
る
口
密
を
い
う
。
〉
に
お
い
て
撮
替
記
載
附
滑
な
受
け
て
い
る
絞
替
地
方
僚
に
つ
き
そ
の
利
子
の
支
払
そ
受
け
る
場
合

に
お
い
て
、
議
該
特
定
披
替
機
関
等
又
は
議
格
外
聞
仲
介
業
者
が
、

そ
の
利
子
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
前
日
ま
で

に
、
}
当
該
張
替
地
方
横
の
次
の
各
号
に
揚
げ
る
産
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
こ

れ
を
、
当
該
特
定
掻
替
機
関
等
が
特
定
探
替
機
闘
を
経
由
し
て
当
該
科
予
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
提
出
し
た
と
き
〈
部

核
特
控
訴
替
機
関
等
が
特
定
問
披

山
態
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
域
、
別
叶
一
絞
振
替
地
方
僚
の
識
替
記
載
等
に
係
る
特
定
詰

路
管
理
機
関
{
指
該
特
定
搬
替
機
関
等
が
組
の
特
定
問
綾
口
座
管
理
機
関
か
ら
当
競
振
替
地
方
議
の
振
替
記
載
等
を
受
け

る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
飽
の
特
定
需
接
沼
産
管
理
機
関
及
び
当
該
彊
替
地
方
債
の
振
替
記
載
等
に
係
る
特
定
口
座

管
理
機
罷
)
及
び
特
定
振
替
機
関
を
経
由

て
当
諒
利
子
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
提
出
し
た
と
き
)
、
又
は
当
絞
適
格

外
聞
仲
介
業
者
が
当
競
振
替
地
方
機
の
銀
輪
併
記
載
等
に
係
る
特
定
綴
替
機
鎚
等
〈
当
骸
特
定
綴
替
機
構
等
が
特
定
日
総
管

理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
滋
核
特
定
振
替
機
鱗
等
及
び
特
定
振
替
機
瞬
間
と
し
、
当
該
特
定
掠
替
機
撰
等
が
特
定
間
接
口
陳 



管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
振
替
機
関
等
〈
当
該
特
定
綜
替
機
関
等
が
姐
の
特
定
爵
接
口
座
管
理
機
関
か
ら
当

該
擬
替
地
方
議
の
振
替
記
載
等
晶
化
受
け
る
場
合
に
誌
、
当
絞
特
定
振
替
機
構
等
及
び
当
該
搬
替
地
方
積
の
搬
替
記
載
等
に

係
る
他
の
特
定
問
問
譲
口
隊
出
管
理
機
関
〉
及
、
び
当
該
掘
替
地
方
債
の
操
替
記
載
等
ピ
係
る
特
定
日
既
管
壊
機
関
並
び
立
特
定

綴
替
機
関
と
す
る
。
以
下
こ
の
頃
に
お
い
て
問
、
じ
。
)
を
経
由
し
て
当
該
利
子
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
搬
出
し
た
と
き

(
当
該
遡
格
外
層
仲
介
業
者
が
外
国
一
持
際
議
口
腔
管
器
機
関
で
あ
る
場
合
に
誌
、
当
該
譲
蕃
地
方
般
の
譲
替
記
載
等
に
係

る
外
国
間
接
日
廠
管
理
機
関
〈
当
該
適
格
外
箆
仲
介
業
者
が
他
の
外
患
一
得
間
接
臼
産
管
瑚
機
関
か
ら
当
該
毅
替
地
方
撲
の

援
磐
記
載
等
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
者
に
は
、
当
叫
統
的
の
外
国
関
間
接
口
産
管
珊
機
関
及
び
当
競
擬
替
地
方
僚
の
擬
替
記

戦
等
に
係
る
外
国
間
間
接
口
雌
管
理
機
関
)
及
び
当
該
接
替
地
方
債
の
掻
稜
記
載
等
に
係
る
特
定
振
替
機
隣
等
を
経
由
し
て

当
該
利
子
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
援
出
し
た
と
を
)
は
、
当
該
非
居
住
者
又
は
外
冨
迭
人
は
、

そ
の
支
払
授
受
け
る
べ

品
。
科
子
に
つ
ぎ
第
一
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
振
替
地
方
債
所
有
期
間
明
掘
書
の
提
出
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
非
嫡
開
税
一
込
分
に
お
い
て
振
替
記
載
等
を
受
け
て
い
る
援
替
地
方
僚
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
科
子
に
対
す

る
関
門
事
の
規
窓
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
時
現
中
「
利
子
〈
刊
で
の
者
が
当
該
振
替
罰
債
又
は
当
該
振
替
地
方
撲
を
引
ぎ
続
き

所
有
し
て
い
た
期
限
〈
当
該
振
替
鰭
債
又
は
当
該
振
替
地
方
憤
に
つ
き
引
き
続
き
援
替
記
載
等
を
受
け
て
い
た
期
間
に
緩

一
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る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
所
有
期
簡
」
と
い
う
。
〕
に
対
応
す
る
蔀
分
の
織
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

日
計
算
し
た
金
額
に
相
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
)
」
と
あ
る
の
は
、

「
利
子
い
と
す
る
。

非
課
税
芭
分
に
お
い
て
振
替
記
載
等
を
受
け
て
い
る
撮
替
地
方
農
当
該
振
替
地
方
畿
の
銘
柄
、

の
飽
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
現

課
税
一
弘
分
に
お
い
て
譲
替
記
載
等
を
受
け
て
い
る
振
縁
地
方
債

当
該
振
替
地
点
舗
の
銘
語
、

の
鶴
子
に
係
る
税
額
そ
の
拙
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
寝

そ
の
科
子
の
轍
そ

そ
の
利
子
の
額
、

第
五
条
の
ご
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

〈
掻
替
桂
債
等
の
利
子
の
課
税
の
特
倒
的
)

第
五
条
の

非
居
住
者
又
は
外
国
出
法
人
で
次
に
楠
掲
げ
る
安
件
を
満
た
す
も
の
が
、
平
成
二
十
去
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

先
行
さ
れ
た
特
定
援
蕃
社
穣
等
で
特
定
振
替
機
関
、
持
窓
口
座
管
理
機
照
批
判
し
く
は
特
定
隣
接
口
座
管
鴇
機
関
〈
以
下
こ

の
畷
に
お
い
て
「
特
定
振
替
機
関
等
」
と
い
う
。
〉

又
は
適
格
外
部
開
仲
介
業
者
か
ら
簡
設
を
受
け
て
い
る
日
照
に
お
い
て

当
該
特
定
摺
替
機
関
等
の
関
内
に
あ
る
営
業
所
若
し
く
は
事
務
所
又
は
当
該
遥
格
外
関
仲
介
業
者
の
特
定
雷
外
営
難
所
等

そ
瀧
じ
て
振
替
記
載
等
を
受
け
て
い
る
も
の
に
つ
き
そ
の
利
子
(
第
八
条
第
一
寝
又
は
第
一
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
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の
を
除
く
。
〉
の
支
払
を
焚
け
る
場
合
に
は
、

そ
の
支
払
を
受
け
る
利
子
(
そ
の
者
が
当
該
特
定
接
欝
社
撲
等
を
引
を
続

ぢ
所
有
し
て
い
た
期
間
(
当
該
特
定
掻
替
社
嬢
等
に
つ
き
封
切
さ
縦
突
」
援
替
記
載
等
を
受
け
て
い
た
期
間
に
制
限
る
。
第
二
号

及
び
第
一
ニ
現
に
お
い
て
「
所
有
期
間
」
と
い
う
。
)
に
対
応
す
る
部
分
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
と
ろ
に
よ
り
判
吋
引
算

し
た
金
援
に
相
溺
寸
る
部
分
に
隣
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
諜
さ
な
い
。

当
核
非
居
住
者
又
は
外
国
法
人
が
、
特
定
譲
替
社
債
等
の
利
子
に
つ
き
最
初
に
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
を
焚
け
よ
う

と
す
る
際
、
そ
の
旨
、

そ
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
(
盟
内
に
照
一
併
を
有
す
る
非
居
住
者
そ
の
的
の
時
間
務
省
令

で
定
め
る
者
に
あ
っ
て
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
〉
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
欝
類
を
、

滋
該
特
定
振
替
機
関
等
を
経
由
し
、
又
抵
当
該
遺
搭
外
岡
仲
介
業
者
〈
鳴
該
適
格
外
部
仲
介
業
者
が
外
闘
再
開
間
接
口
座

管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
適
格
外
罰
仲
介
業
者
(
当
該
適
格
外
国
仲
介
業
者
が
総
の
外
層
再
開
様
日
盤
管
理

機
関
か
ら
当
該
特
定
振
替
社
費
等
の
撮
替
記
載
等
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
躍
格
外
国
仲
分
業
者
及
び
当
該
特
定
鍛

替
社
臨
機
等
の
脹
替
記
載
等
に
係
る
的
の
外
題
縄
問
接
口
座
管
瑚
機
関
)
及
、
口
当
該
特
定
指
替
社
債
等
の
擬
替
記
載
等
に

係
る
外
闘
関
語
口
康
管
理
機
関
。
次
号
に
お
い
て
間
じ
。
)
及
び
当
競
適
格
外
国
伸
介
業
者
が
当
該
特
定
援
替
社
慎
等

の
様
替
記
載
等
授
受
け
る
特
定
機
替
機
関
等
〈
当
該
遥
格
外
国
仲
介
業
者
が
外
国
再
調
接
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
場
合

4 



o 

• 
~ 

。


に
は
、
当
諮
特
定
議
替
社
出
演
等
の
振
替
記
載
等
に
係
る
外
昌
間
接
日
経
管
理
機
関
が
当
該
特
定
綴
替
社
債
等
の
搬
替
記

報
等
を
受
け
る
特
定
掠
替
磯
関
等
)
を
経
由
し
て
当
該
特
定
擬
替
機
関
等
の
水
産
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の

轄
税
務
議
長
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。

部
該
非
居
説
者
又
は
外
罷
法
人
が
、
当
該
特
定
短
替
投
僚
等
の
科
子
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
自
の
前
円
以
ま
で
に
、
そ

の
者
の
当
該
特
定
課
替
栓
債
等
に
係
る
所
有
期
間
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
、 

当
該
特

定
議
替
機
関
等
〈
当
該
特
定
競
鞍
機
関
等
が
特
定
日
産
管
稽
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
譲
替
機
関
等
及
び
特
定

振
替
機
関
と
し
、
当
該
特
定
振
替
機
関
紘
一
叩
が
特
定
間
接
日
産
管
理
機
関
で
あ
る
場
合
に
法
当
該
特
窓
振
替
機
関
等
〈
当

該
特
定
振
替
機
関
等
が
他
の
持
定
隈
接
虫
駆
管
理
一
機
関
か
ら
部
該
特
定
振
替
社
債
等
の
織
替
記
載
等
を
受
け
る
場
合
に

誌
、
当
該
特
定
振
替
機
構
等
及
び
当
該
特
定
振
替
投
僕
等
の
振
替
記
載
等
に
係
る
拙
の
特
定
問
機
口
盛
管
時
一
機
関
〉
及

び
当
該
特
定
臓
替
社
費
等
の
擁
護
記
載
等
に
繰
る
特
定
ロ
態
管
理
機
関
裁
が
に
特
定
摂
務
機
関
と
す
み
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
問
じ
。
)
及
が
当
該
科
7
7
の
支
払
を
す
る
者
を
経
由
し
、

又
は
当
該
適
格
外
国
仲
介
業
者
及
び
当
該
特
定
義

替
社
壁
等
の
蝦
議
記
載
等
に
係
る
特
定
振
替
機
構
等
並
び
に
潜
競
利
子
的
支
払
を
す
る
者
を
経
由
し
て
曳
該
利
子
に
係

る
務
得
税
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
。 

w
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鶴
市
恨
の
規
定
は
、
特
認
擬
替
社
債
等
の
発
仔
を
す
る
者
の
特
殊
関
係
者
(
梓
定
擁
響
社
債
等
の
発
行
を
す
る
者
と
の
関

に
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
捺
の
あ
る
者
を
い
ゆ
え
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
問
じ
。
)
が
支
払
を
受
け
る
当
該
特
定
振
替

社
議
等
の
利
子
〈
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
壌
に
規
定
す
る
選
格
外
国
献
券
投
資
竜
託
の
受
託
者
で
あ
る
非

居
生
者
又
は
外
国
法
人
が
当
該
適
格
外
国
証
券
投
資
一
信
託
の
告
託
黙
麗
に
つ
き
支
払
を
受
け
る
も
の
を
鎗
く
。
〉
に
つ
い

て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
一
項
の
規
定
は
、

罵
内
に
恒
久
的
施
設
そ
有
す
る
非
勝
強
者
が
支
払
そ
受
け
る
特
定
指
替
社
民
彼
等
の
利
子
で
そ
の
者

の
国
内
に
お
い
て
行
う
事
業
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
の
政
令
で
窓
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場

合
同
九
お
い
て
、

当
核
非
患
住
者
が
、
問
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
後
満
た
し
て
お
り
、

か
っ
、
当
該
特
定
振
替
社
債
等
の
発

作
を
す
る
者
の
特
殊
関
係
者
で
な
い
と
き
は
、
当
該
支
払
そ
受
け
る
科
子
〈
所
有
期
間
同
に
対
応
す
る
部
分
の
額
と
し
て
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
む
よ
り
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。
)
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
二
百
十
一
一
条
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

こ
の
条
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
揚
げ
る
用
簡
の
意
義
培
、
当
該
各
以
内
ィ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

特
窓
誠
一
替
社
債
等

社
穫
、
株
式
等
の
義
替
に
閲
す
る
法
律
第
六
十
六
条
第
一
一
号
に
掲
げ
る
社
績
で
需
条
に
螺
定
す

九
九
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る
振
替
社
穫
に
該
当
す
る
も
の

〈
こ
れ
に
顕
す
る
も
の
と
し
て
設
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
振
替
社
債
等
」
と
い
う
。
)

の
う
ち
、
そ
の
利
子
の
額
が
当
該
援
善
社
債
等
の
発
行
を
す
る
者
又
は
当
該
発
行
を
す

る
者
の
特
殊
関
係
者
に
関
す
る
政
令
で
定
め
る
指
標
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。

特
定
振
替
機
関

社
襲
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
一
環
に
規
定
す
る
搬
務
機
欝
の
う
ち
、
山
内
法
第

十
一
一
一
条
の
規
定
に
基
づ
ぎ
投
機
〈
こ
れ
に
瀬
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
み
悶
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
社
債
等
」
と
い
う
。
)
を
淑
り
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
当
談
社
債
等
の
発
行
者
か
ら
間
意
そ
得
た
者
を
い
う
。

特
窓
口
座
管
理
機
関

前
条
第
五
明
第
ニ
号
に
規
定
す
る
持
定

産
管
理
機
関
を
い
う
。

特
定
間
接
口
座
管
理
議
襲

前
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
間
接
口
座
管
理
機
関
を
い
う
。

適
格
外
国
仲
介
業
者

外
冨
縄
問
接
口
座
管
理
機
関
又
は
外
冨
再
開
間
接

座
管
理
機
関
の
う
ち
、
所
得
税
法
第
苔
六
十

ニ
条
に
規
定
す
る
条
約
そ
の

の
我
が
国
が
締
結
し
た
国
線
約
束
(
続
税
の
賦
鍛
及
、
び
徴
収
に
隈
す
る
情
報
を
判
明
互
日

擬
供
す
る
こ
と
を
定
め
る
規
定
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
〉

の
裁
が
山
部
以
外
の
締
約
闘
又
は
締
約
者
〈
次
号
に
お
い
て

「
条
約
相
手
関
等
」
と
い
う
。
)
に
本
態
又
は
九
主
た
る
事
務
一
前
後
有
す
る
務
と
し
て
紋
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
者
そ
い
う
。 


